
№ 項目 意見の概要 意見に対する考え方
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第１章　計画の基本
的事項
２　計画の期間

計画期間が長期であることのメリットと課題について、長期
的視点は良い一方で、社会情勢や技術変化に柔軟に対応でき
る仕組みが必要ではないか。

本計画については、毎年度、取組や指標等の進捗状況を登米
市環境報告書で公表するとともに、中間年の見直しのほか、
社会情勢等の変化に随時対応すべく、必要に応じて見直しを
行うこととしております。
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第２章　登米市の環
境の現状と課題
１　登米市の概要
(8)　天然記念物

市内にある天然記念物など、場所によっては草木が生い茂っ
た場所にあるものもあるのではないか。維持管理等はどう
なっているのか。

市内にある指定天然記念物について、市所有のものは定期的
に草刈などを実施しております。個人所有の指定天然記念物
については、樹勢の衰え等が見られた場合、樹勢回復事業に
対して支援を行っております。
今後についても、所有者や地域と連携し、適切な保護に努め
てまいります。
また、基本目標１の自然環境に係る施策の中にも、「貴重な
天然記念物などの保護」に関する記述を追記いたします。
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第２章　環境施策
２　登米市二次登米
市環境基本計画の検
証

第二次登米市環境基本計画の検証結果がどこまで反映されて
いるのか。

第二次登米市環境基本計画については、指標項目の進捗状況
を基に検証し、現状と課題を分析しております。第三次計画
の策定にあたっては、それらの結果を反映し、継続が必要な
施策については継続するとともに、カーボンニュートラルや
ネイチャーポジティブの新たな考え方、循環型社会形成の考
え方を踏まえ、基本目標や施策等を設定しております。
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第２章　登米市の環
境の現状と課題
４　登米市の環境の
現状と課題
(3)　地球環境

農業由来の温室効果ガス排出量削減には、水田の中干しが必
要となるが、中干しによって、アカトンボのヤゴが死滅する
ことがあるため、「アカトンボが舞う登米市」を将来に向
け、維持するためには、この問題の解決が必要になる。

農業由来の水田のメタン排出量の抑制には、中干し期間の延
長が効果的とされ、本市でも取組が進められているところで
あります。今後においても、生物多様性の保全と温室効果ガ
ス排出量抑制のバランスを図りながら取組を進めることが必
要であると考えますので、いただいた意見は今後の参考とさ
せていただきます。
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第３章　計画の目指
す姿
２　基本目標と取組
方針

環境課題を地球規模で捉え、地域独自の取組を推進する姿勢
に強く賛同する。登米市の豊かな自然環境は、市の宝であ
り、かつては「自然は田舎、地味」と捉えられることもあっ
たが、現在は「自然が豊かでかっこいい」と捉えられる時代
になった。この価値観の転換は、登米市にとって大きな好機
となり、環境を単に保護対象とするだけでなく、登米市のブ
ランド価値を高める中核資産として活用していくことで、若
者や外部からも選ばれる「かっこいい登米市」を実現できる
と確信しており、素晴らしい環境を活かしたブランディング
が、未来の発展に直結すると考える。次世代に、豊かな環境
を継承し、環境と産業が真に共生する先進的なまちづくりを
期待する。

環境と産業の共生により、本市の観光や農産物の付加価値の
向上を図りながら、豊かな自然環境を未来に継承していくた
め、計画の将来像と基本目標の実現を目指し取り組んでまい
ります。
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第３章　計画の目指
す姿
３　施策の体系

相乗効果がどう整理してあるのか見えない。網掛けと○印に
どんな違いがあるかを示す必要があるのではないか。例え
ば、「自然」が回復する項目があれば、「地球」にも良い影
響が出てくるので、生物多様性の保全と再生においては、
「地球」を移動する生物にとっても、その移動先の「自然」
は大切なことである。また、廃棄物処理では、プラスチック
ごみなどの問題が「地球」、「自然」、「生活」にも影響が
あるのではないか。隣国のごみは日本に漂着し、日本から出
るごみは米国に漂着していることから、国内外の大きな問
題、地球規模の問題である。

施策の体系では、各基本目標における各施策について、施策
を設定した本来の分野については塗りつぶしとし、その分野
に加えて、相乗効果が見込まれる他の分野について「○」印
を付けておりました（自然環境が塗りつぶしで、地球環境に
○がある場合、自然環境と地球環境に効果があるということ
を表しています。）が、計画書については、よりわかりやす
い表現に修正いたします。
なお、プラスチックごみなどの問題についても、河川等を通
じて地球環境全体に影響を及ぼす可能性もあることから、生
活環境だけでなく地球環境の分野にも相乗効果が見込まれる
ものとして整理しております。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標１【自然環
境】

伊豆沼や長沼、平筒沼の水質改善を図り、水生生物などの多
様な生き物の生息・生育環境となる良好な湿地保全の取組を
進めることは、かなり難しいと思うが、まず原因を特定する
ことが必要だと思う。平筒沼においては、浄化作用のあるマ
コモ群落を埋め立ててしまったことが原因ではないかと考え
られる。

湖沼の水質悪化の原因は、複合的かつ複雑であり、単一の原
因を特定することは難しい状況にあります。そのような中
で、改善に効果があるとされるハス刈りの実施や、毎年度の
水質調査と定期的な動植物のモニタリングによって水質や生
態系の変化を確認しているところであります。今後において
も、こうしたモニタリング等を継続し、有効な手法を検討し
ながら、水質改善に取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標１【自然環
境】

自然環境の保全と地域産業の両立について、登米市は「水の
里」であり、伊豆沼・内沼などの湿地が特徴だが、農業・観
光・自然保全のバランス、外来種対策や水質改善の具体策な
どは十分か。

湿地環境の保全のためには、自然と共生する社会の実現が必
要であると考えることから、環境保全型農業や有機農業の推
進、自然環境を活用した環境保全意識向上につながるエコ
ツーリズムなどの観光振興を図るとともに、継続して、外来
生物対策をはじめ、下水道整備や浄化槽設置、ハス刈りなど
の水質改善対策に取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標２【生活環
境】
(2)　環境美化の推進
(3)　循環型社会形成
の推進

スマートフォンアプリの「ポケットサイン」をもっと活用で
きないか。ごみ収集日のお知らせ機能、分別がわかりづらい
ごみをカメラで撮影すると分別や収集日がわかる機能、リ
ユース情報機能、不法投棄の情報提供機能など、アプリの強
化をお願いしたい。

本市では、現在、ごみ収集日・出し方等を掲載した「ごみ・
リサイクル・し尿収集カレンダー」を毎年度、全戸配付する
とともに、市公式ホームページでは「ごみ分別辞典」を掲載
し周知を図っているところです。また、市公式LINEには、
ごみ収集日のお知らせやごみ分別検索、粗大ごみ回収申請、
不法投棄の通報機能を設け、対応しているところです。ごみ
のAI検索については、今後の参考とさせていただきます。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標２【生活環
境】
(3)　循環型社会形成
の推進

ごみの排出抑制と資源循環の推進について、「リサイクル・
ごみ・し尿収集カレンダー」について、他の自治体を参考
に、項目ごとのページ数記載やプラスチックごみ項目のペー
ジ数を増やす、ごみの分別を五十音順のブックに記載するな
ど、名称や内容を変更してほしい。

「リサイクル・ごみ・し尿収集カレンダー」については、ご
み収集日・出し方等を周知するため、毎年度配布していると
ころです。カレンダーの名称、内容については、他自治体を
参考に分かりやすく改善してまいります。また、五十音順の
ごみ分別については、市公式ホームページに「ごみ分別辞
典」を掲載しておりますので、ご活用ください。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】

カーボンニュートラルの実現に向けた具体性として、どの分
野でどれだけ削減するのか、再生可能エネルギー導入の具体
的なロードマップ、農林業地域としての特性をどう活かすか
など、より具体的な目標が求められるのではないか。

カーボンニュートラルの実現については、個別計画である第
三次登米市地球温暖化対策地域推進計画において、短期目標
やロードマップ、再エネ導入目標、農林業における吸収源対
策を含む、具体的な取組などを定めております。



№ 項目 意見の概要 意見に対する考え方

第三次登米市環境基本計画（案）に対する意見の概要及び意見に対する考え方

12

第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】
(1)　温室効果ガス排
出量の削減

ＣＯ２家計簿の普及などを進めているが、現状ではまだ一部
の関心の高い層に留まっている印象があり、「市のどこで、
どのくらい削減が進んでいるか」をリアルタイムに近い形で
ダッシュボード化し、市民の目に日常的に触れる仕組み（ス
マートシティ的な要素）を取り入れるべき。データが透明化
されることで、市民の「参加意識」が「義務感」から「貢献
の喜び」に変わる可能性がある。

本市では、各家庭や事業所での温室効果ガス排出量削減の取
組を推進するため、ゼロカーボンシティとめ推進メンバー登
録制度やＣＯ２家計簿等の普及に取り組んでいます。各地域
などの排出量を把握する上でも、各家庭等での見える化ツー
ルの利用促進が必要であると考えておりますので、今後も継
続して普及啓発に取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】
(1)　温室効果ガス排
出量の削減

事業者向けの環境投資支援や省エネ・脱炭素化の支援制度を
計画に明示すべき。

事業者への支援については、それぞれの施策における取組の
中で検討してまいります。また、国や県の支援情報も調査
し、市公式ホームページ等で積極的に発信してまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】
(1)　温室効果ガス排
出量の削減

登米市の厳しい冬の寒さは、家庭のＣＯ２排出量（暖房利
用）に直結することから、太陽光発電の導入補助だけでな
く、「住宅の断熱改修」の重点的な支援を計画に盛り込むべ
き。

冬季の暖房機器に係る省エネの取組は、温室効果ガス排出量
削減にも効果的なものと考えられます。住宅の断熱改修など
個々の支援については、施策における取組の中で検討してま
いります。また、国や県の支援の情報も調査し、市公式ホー
ムページ等で積極的に発信してまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】
(2)　再生可能エネル
ギーの適切な導入

木質バイオマスの導入促進を図るのであれば、森づくりの他
に植樹と間伐を取り入れた「エネルギーの森づくり」が必要
だと思う。大規模風力やメガソーラーなどは、生活や生物多
様性などに大きな影響がある。登米市に最も適しているのは
木質バイオマスエネルギーだと思うので、ナラ類などの広葉
樹を間伐、植樹し、木質バイオマスの活用を推進すること
は、カーボンニュートラルにもなり、森林の多様性を回復す
るとともに、薪ストーブや薪ボイラーなどを普及促進するこ
とが効果的であり、また、この取組はイヌワシなどの希少野
生生物の回復にも役立つ。

本市では、第三次登米市地球温暖化対策地域推進計画におい
て、地域資源を活かした再生可能エネルギーとして、木質バ
イオマスの熱利用について導入を推進することとし、目標や
取組を定め、導入を推進しているところであり、いただいた
意見は今後の参考とさせていただきます。
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第４章　環境施策
１　環境施策
基本目標３【地球環
境】
(3)　温室効果ガス吸
収源の確保

登米市は、2024年末に「オーガニックビレッジ宣言」を
行っており、これは環境基本計画とも密接に関わるもので、
単に「農薬を減らす」だけでなく、有機農業が「生物多様性
の保全（伊豆沼・内沼の保護）」や「炭素貯留（土壌による
ＣＯ２吸収）」にどう寄与しているかを数値化することは、
登米市の農産物の付加価値向上にも直結するので、環境ブラ
ンドとして確立する施策を強化すべき。

環境保全型農業や有機農業を中心に、生産者だけでなく事業
者や地域住民を巻き込んだ地域ぐるみでの自然と共生する農
業を推進するとともに、温室効果ガス削減効果の見える化な
どを通じて農産物のブランド化を図り、付加価値の向上に取
り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

ゼロカーボンシティとめジュニアミーティングなど、若年層
を巻き込む動きは非常にポジティブで、計画を「読んで理解
するもの」から「体験して発信するもの」にシフトする必要
がある。例えば、創作活動（小説や動画配信）をしている市
民と連携し、環境問題をテーマにした地元のストーリー制作
や動画コンテストを実施するなど、文化的なアプローチで環
境意識を根付かせるべき。

次世代となる若年層の環境意識の向上のため、環境出前講座
やジュニアミーティングの内容の実践的な充実を図るととも
に、学校や地域だけでなく、環境保全や地域振興などの活動
を行う各種団体、環境教育リーダーなどと連携し、興味関心
を高め、自ら環境について考える機会の創出に取り組んでま
いります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

啓発だけでなく、「参加・体験・実感」ができる仕組みがあ
ると効果が高まるため、市民が主体的に参加できる「行動変
容プログラム」の導入を提案する。

温室効果ガス排出量削減に向けた「ゼロカーボンシティとめ
推進メンバー登録」や「ＣＯ２家計簿」等の見える化ツール
の普及を図ったり、クリーンアップ湖沼群などの環境保全や
美化活動の市民参加の機会創出によって、行動変容の促進に
取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

市民参加の仕組みについて、市民参加を計画策定後も継続的
に行う仕組み、若者・子育て世代・農業者など多様な層の参
加が明確に示されているか。

環境教育事業や環境保全・美化活動など、地域や各種団体な
どと連携し、小中学生のみならず、多様な世代の皆様に参加
いただく機会の創出に取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

子ども・若者向けの環境教育を体系化し、学校・地域で継続
的に実施する仕組みが必要である。

環境出前講座の実践的な内容の充実や、中学生向けのゼロ
カーボンシティとめジュニアミーティングの継続など、環境
教育実践事業を学校や地域、団体などと連携して進めていく
とともに、地域における環境教育リーダーの育成や地域にお
ける環境教育の機会創出などに取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

ごみ分別に関する市全体や町域、行政区での、定期的な教育
事業の開催や、リサイクルセンターへの行政区長などの視察
の検討をお願いしたい。

現在、行政区等の団体を対象に申込制で「出張市役所」を開
催し、ごみ分別等の説明を行い、視察については、公衆衛生
組合や小学校等を受入れしているところです。定期的な教育
事業の開催や視察については、クリーンセンターにおいて、
視察とごみ分別等の研修を組み合わせた事業を検討してまい
ります。
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第４章　環境施策
１　環境施策
各目標に共通する施
策
(1)　環境教育・学
習・活動の機会創出

環境教育リーダーの育成方法について、現在は講座の傍聴や
参加のみが中心であり、今後については、講座回数を増や
し、参加実践型、登米市のリーダーの活動状況の共有化と
ディスカッション形式での意識向上など、傍聴・参加型から
知識向上・意見などの参加・実践型に変更してほしい。

環境教育リーダー育成講座については、現在、毎年度４回の
講座を実施し、講座内容は環境教育の基礎知識や市内の環境
に関するものとしております。また、同講座は、毎年度テー
マが変わるものもあり、現リーダーの方も受講できることと
しております。
今後についても、新規リーダーの育成のみならず、活動機会
の確保や、研修や意見交換などスキルアップの機会の提供な
ど、実践的なリーダー育成に取り組んでまいります。
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第４章　環境施策
２　指標と目標

計画全体において、重要な施策には定量的な目標と期限を明
示すべき。

重要な施策に関する指標と、令和17年度までの目標を設定
し、進捗管理することとしております。そのほかにも、地球
温暖化対策地域推進計画などの個別計画において個別の目標
を設定しております。
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第５章　計画の推進
体制
２　計画の推進体制
(2)　進行管理

計画は作って終わりではなく、「実際の成果を評価し、改善
サイクルを回すこと」が重要であり、計画の進捗を評価する
「評価フレームワーク」と、定期的な報告の公開を組み込む
べき。

環境基本計画については、毎年度、実績を調査し、指標項目
の進捗状況などについて、登米市環境報告書で公開していき
ます。また、中間年には、進捗状況を基に見直しを実施する
ほか、環境に関する社会情勢等の変化などに随時対応するた
め、必要に応じて見直しを行うこととしております。


